
目

次

告

示

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
農
林

水
産
事
務
所
）
…
二

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
農
林

水
産
事
務
所
）
…
二

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
農
林

水
産
事
務
所
）
…
三

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
農
林

水
産
事
務
所
）
…
三

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療
及
び
更
生

医
療
）
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
む

つ
店

む
つ
市
小
川
町
一
丁
目
九
の
三
一

令
和八･
五･
一

青
森
県
告
示
第
三
百
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

Sm
iLoop訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
青
森
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

青
森
市
新
町
二
丁
目
六
の
四
松
村
ビ
ル
二
階

令
和八･
五･
一

訪
問
看
護
リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
か
ふ
く

弘
前
市
大
字
清
水
三
丁
目
一
の
一
五

〃

サ
カ
エ
薬
局
西
北

五
所
川
原
市
字
大
町
五
〇
三
の
四

〃

H
O
N
U
K
ID
S
CLIN
IC

五
所
川
原
市
字
旭
町
一
八
の
一

八･
五･一一

青
森
県
告
示
第
三
百
三
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

青
森
県
報
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第
千
六
十
一
号

令
和
八
年五

月
七
日

（
木
曜
日
）



り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
五
月
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

氏

名

勤

務

す

る

病

院

等

診

療

科

目

指

定

年
月
日

名

称

所

在

地

小
堀

宏
理

弘
前
大
学
医
学

部
附
属
病
院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

眼
科
（
視
覚
障
害
）

令
和八･
五･
一

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

森
第
二
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
五
月
七
日

青
森
県
東
青
農
林
水
産
事
務
所
長

澤

居

勇

人

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

山
口

誠

青
森
市
大
字
小
橋
字
田
川
二
七
の
二

令
和
八･
四･
二

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
浅

水
七
崎
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
九
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
五
月
七
日

青
森
県
三
八
農
林
水
産
事
務
所
長

齋

藤

禎

展

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃

中
川
原

經

石
田

弘
文

山
内

則
明

小
泉

金
一

松
橋

平
治

澤
口

良
克

中
村

雄
強

中
川
原

照
男

坂
本

ノ
ヱ

三
浦

誠
純

永
田

章
彦

佐
々
木

富
雄

立
花

民
壽

中
川
原

經

田
村

英
世

小
泉

伊
吾
右

衛
門

根
森

良
男

中
川
原

隆
雄

山
内

則
明

石
田

弘
文

松
橋

平
治

小
泉

金
一

関
口

俊
男

田
中

静
男

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
扇
田
字
寺
沢
三
五
の
一

〃

〃

大
字
浅
水
字
浅
水
一
一
八

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
内
舟
渡
八
四
の
二
二

〃

大
字
豊
崎
町
字
滝
谷
二
四

〃

〃

字
境
沢
二
〇
の
一

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
浅
水
字
浅
水
六
六

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
下
永
福
寺
二
二

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
扇
田
字
扇
田
一
七
の
一

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
中
坪
五
八
の
五

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
豊
間
内
字
上
源
兵
衛
二

九八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
下
永
福
寺
五
八

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
豊
間
内
字
岩
ノ
脇
二
五

〃

〃

大
字
倉
石
中
市
字
幸
神
一
四

の
三

〃

〃

大
字
扇
田
字
寺
沢
三
五
の
一

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
下
永
福
寺
一
七
の
一

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
豊
間
内
字
志
戸
岸
一
六

の
一

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
下
永
福
寺
五
二
の
一

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
扇
田
字
扇
田
一
五

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
内
舟
渡
八
四
の
二
二

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
浅
水
字
浅
水
一
一
八

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
境
沢
二
〇
の
一

〃

〃

字
滝
谷
二
四

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
浅
水
字
六
角
三
五
の
二

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
下
永
福
寺
八
九
の
六

令
和八･
四･
一就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃八･
三･三一退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
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〃

佐
々
木

富
雄

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
豊
間
内
字
岩
ノ
脇
二
五

〃

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
五
月
七
日

青
森
県
三
八
農
林
水
産
事
務
所
長

齋

藤

禎

展

地

区

名

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

工
事
完
了

年

月

日

下
平
谷
地

農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
農
地
整
備
事
業

令
和
八･
三･二七

根
岸
揚
水
機

農
業
水
利
施
設
保
全
合
理
化
事
業
(長
寿
防
災
型
)(更

新
型
)

八･
三･二六

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
白

山
溜
池
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
五
月
七
日

青
森
県
西
北
農
林
水
産
事
務
所
長

舘

山

元

春

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

和
島

秀
夫

五
所
川
原
市
大
字
飯
詰
字
福
泉
七
九

令
和
八･
二･
一

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
白

山
溜
池
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
五
月
七
日

青
森
県
西
北
農
林
水
産
事
務
所
長

舘

山

元

春

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

〃

和
島

一
輝

鳴
海

博
隆

五
所
川
原
市
大
字
飯
詰
字
福
泉
七
九

〃

〃

字
狐
野
一
〇
七
の
三

令
和
八･
三･三〇

〃

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
淋

代
平
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
五
月
七
日

青
森
県
上
北
農
林
水
産
事
務
所
長

工

真

治

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

監

事

三
浦

正

三
沢
市
大
字
三
沢
字
流
平
六
四
の
四
七
八

令
和
八･
三･一七

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
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令
和
八
年
五
月
七
日

青
森
県
上
北
農
林
水
産
事
務
所
長

工

真

治

地

区

名

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

工
事
完
了

年

月

日

沢

田

た
め
池
等
整
備
事
業
（
用
排
水
施
設
整
備
）

令
和
八･
三･二六

柳
町
・
沼
田

農
業
水
利
施
設
保
全
合
理
化
事
業
（
長
寿
防
災
型
）

八･
三･二七

川

去

農
業
水
利
施
設
保
全
合
理
化
事
業
（
長
寿
防
災
型
）

（
更
新
型
）

八･
三･三〇
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
四
円
九
十
五
銭


